
 

 

（資料５） 

参考資料２ 

経過措置料金解除関連条文 

■電気事業法等の一部を改正する等の法律 附則（平成二六年六月一八日法律第七二号） 抄 

  

 

 

 

（みなし小売電気事業者の供給義務等） 

第十六条  みなし小売電気事業者は、当分の間、正当な理由がなければ、当該みなし小売電気事

業者に係る旧電気事業法第六条第二項第三号の供給区域（離島（新電気事業法第二条第一項第

八号イに規定する離島をいう。）を除く。以下この項において同じ。）であって、小売電気事業

者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内の電気の

使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するも

の（以下「指定旧供給区域」という。）における一般の需要（みなし登録特定送配電事業者が特

別小売供給（附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給をいう。）を開始した旧供給地点（附

則第二十三条第一項に規定する旧供給地点をいう。）における需要及び特定規模需要（旧電気事

業法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要に相当する需要をいう。）を除く。）であって

次に掲げるもの以外のもの（次条第二項において「特定需要」という。）に応ずる電気の供給を

保障するための電気の供給（以下「特定小売供給」という。）を拒んではならない。 

一  当該みなし小売電気事業者から次に掲げる料金その他の供給条件により小売供給を受け

ているもの 

イ 当該みなし小売電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件 

ロ この法律の施行の際現に旧電気事業法第十九条第十二項の規定により届出がされてい

る選択約款で設定された料金その他の供給条件に相当する料金その他の供給条件 

ハ この法律の施行の際現に旧電気事業法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている

料金その他の供給条件（附則第十九条及び第二十条第七項において「旧認可供給条件」と

いう。）であって附則第十九条の承認を受けていないものに相当する料金その他の供給条

件 

二  当該みなし小売電気事業者以外の者から小売供給を受けているもの 

２  経済産業大臣は、指定旧供給区域について前項に規定する指定の事由がなくなったと認める

ときは、当該指定旧供給区域について同項の規定による指定を解除するものとする。 

３～５ （略） 

６  経済産業大臣は、電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行の日（次項において「平成

二十七年改正法施行日」という。）前においても、第一項並びに附則第二十五条の五及び第二十

五条の十第四項の規定の例により、指定旧供給区域を指定することができる。 

７ （略） 

施行日：平成32年4月1日、ただし、第十二条中電気事業法等の一部を改正する法律（以下「平成二

十六年改正法」という。）附則第十六条に二項を加える改正規定（第六項に係る部分に限る。）

は、平成31年4月1日 


